
　国勢調査は、日本に住んでいるす
べての人を対象とした最も基本的な
統計調査で、国内の人口や世帯など
の実態を把握するために5年に一度
行われています。
　今年は「平成22年国勢調査」の年
となり、10月1日を基準日として全
国一斉に実施されます。

Q  調査結果はどんなことに使われ
るの？

A  都道府県議会や市町村議会の
議員数の決定、地方交付税交付
金の算定基準などに用いられた
り、都市計画や社会福祉政策、経
済政策、防災計画などを立てた
りするときの基礎資料として活
用されます。

　  このほかにも、将来人口の予測や
人口分析など、さまざまな分野で
調査結果が使われます。

Q  調査の方法は?
A  9月下旬から国勢調査員が国内の

全世帯を訪問して調査票を配布
し、10月1日現在の状況を調査票
に記入していただきます。

　   調査票の回収は、10月上旬に国勢
調査員が再び訪問させていただ
くか、郵送で提出していただくか
を選択できます。 

Q  国勢調査員はどんな人?
A  調査票を配布、回収する国勢調査

員は、総務大臣が任命する非常勤
の国家公務員で、全国でおよそ
70万人が従事します。

　  調査員には統計法により守秘義
務が課せられており、身分を証明
するための「国勢調査員証」を携
帯しています。
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現
在
、有
効
期
限
が
平
成
22
年
7
月
31
日
と
な
っ
て
い
る
福
祉

医
療
費
受
給
券
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助
成
券
を
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持
ち
の
方
は
、更
新
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続
き
が

必
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で
す
。

1�

福
祉
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費
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給
券
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助
成
券
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更
新
手

続
き

　

受
給
資
格（
※
そ
れ
ぞ
れ
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

●
重
度
心
身
障
害
者（
児
）（
65
歳
未
満
）

·
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
所
持
者

·
知
的
障
害
の
程
度
が
重
度
の
方

· 

身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
、か
つ
知
的
障
害
の
程
度
が
中
度
の
方

·
特
別
児
童
扶
養
手
当
1
級
支
給
対
象
児
童

· 

身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
旧
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
に
規

定
す
る
地
域
に
居
住
し
、認
定
さ
れ
た
方

※ 

65
歳
～
74
歳
の
方
で
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
障
害
認
定
を
受
け
て

い
な
い
方
は
、こ
の
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
重
度
心
身
障
害
老
人（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
該
当
者
）

·
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
所
持
者

·
知
的
障
害
の
程
度
が
重
度
の
方

· 

身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
、か
つ
、知
的
障
害
の
程
度
が
中
度
の
方

· 

身
体
障
害
者
手
帳
3
級
で
旧
地
域
改
善
対
策
特
別
措
置
法
に
規

定
す
る
地
域
に
居
住
し
、認
定
さ
れ
た
方

●
母
子
・
父
子
家
庭（
65
歳
未
満
）

· 

18
歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
配
偶
者
の
い
な
い
方
及
び
そ

の
子

●
ひ
と
り
暮
ら
し
寡
婦（
65
歳
未
満
）

●
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
寡
婦（
65
歳
～
69
歳
）

· 

配
偶
者
の
な
い
女
子
で
、か
つ
て
配
偶
者
の
な
い
女
子
と
し
て

児
童
を
扶
養
し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
方
で
、か
つ
、ひ
と
り
暮
ら

し
の
状
態
が
1
年
以
上
続
い
て
お
り
、今
後
も
そ
の
状
態
が
継

続
す
る
と
見
込
ま
れ
る
方

●
老
人（
65
歳
～
69
歳
）

· 

本
人
、配
偶
者
及
び
扶
養
義
務
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、市
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
方
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科
通
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の

　

更
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続
き

　

受
給
資
格（
※
そ
れ
ぞ
れ
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
）

●
重
度
精
神
障
害
者（
児
）（
65
歳
未
満
）

· 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
所
持
者
で
自
立
支
援

医
療（
精
神
通
院
医
療
）を
受
け
て
お
ら
れ
る
方

※ 

65
歳
～
74
歳
の
方
で
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
障
害
認
定
を
受
け
て

い
な
い
方
は
、こ
の
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

●
重
度
精
神
障
害
老
人（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
該
当
者
）

· 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
所
持
者
で
自
立
支
援

医
療（
精
神
通
院
医
療
）を
受
け
て
お
ら
れ
る
方

手
続
き
期
間

　

7
月
21
日（
水
）～
30
日（
金
）

　

8
時
30
分
～
17
時
15
分（
土
・
日
を
除
く
）

場
所

　

保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所

持
参
す
る
物

　

·
健
康
保
険
証

　

· 

前
住
地
の
所
得
証
明（
平
成
22
年
1
月
2
日
以
降
に
本

市
に
転
入
さ
れ
た
方
）

　

·
そ
の
他
通
知
に
明
記
さ
れ
て
い
る
物

※ 

該
当
の
方
へ
は
7
月
中
旬
に
個
人
あ
て
に
通
知
し
て
い
ま
す
の
で
、

更
新
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、通
知
の
な
い
方
で
、該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
場
合
は
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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費
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を
お
忘
れ
な
く
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